
新型コロナウイルスに関するツバルへの入国規制 

 

２月３日，ツバル政府は新型コロナウィルスのツバルへの蔓延防止措置として以下

の入国規制を行うこととしました。 

 

 規制内容 

（１） ３０日以内に中国に滞在したことのある人の入国禁止。 

（２） フナフチ空港及び海港における強制的な健康スクリーニング。 

（３） 高リスク国への旅行者は，ツバル入国３日前までに健康診断を受けなければ

ならず，また，ツバルに再入国する前に少なくとも５日間，高リスク国以外の国

に滞在しなければならない。 

（４） ナウソリ空港（フィジー）及びタラワ空港（キリバス）でも健康スクリーニングを

実施する可能性がある。 

（５） 中国や高リスク国に過去３０日以内に滞在したことのある外国船の船員の入

国禁止。 

 

（注）高リスク国には，１月３０日現在で，日本，シンガポール，タイ，（香港）が含ま

れます。 

 

ツバルに渡航予定の皆様におかれましては，上記事情に留意していただき，入国

拒否等のトラブルとならないようお気をつけください。 

 

 


